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公の施設の指定管理者監査結果報告 

 

地方自治法第１９９条第７項の規定に基づき、公の施設の指定管理者監査を実施したので、

同条第９項に規定する監査の結果を報告する。 

 

記 

 

第１ 監査の概要 

１ 監査の種類  公の施設の指定管理者監査 

２ 監査の対象  (１)公 の 施 設  鯖江市環境教育支援センター 

(２)指定管理者  特定非営利活動法人 エコプラザさばえ 

(３)施設の所管課  産業環境部環境政策課 

３ 監査の期日  調査期間  令和５年９月５日から令和５年９月２１日まで 

監査委員による監査期日  令和５年９月２１日（木） 

４ 監 査 の 範 囲  令和4年度に執行された公の施設の管理に係る出納およびその他の事務

の執行状況 

５ 監査の方法    公の施設の指定管理に係る出納その他の事務が、法令等に従い適

正かつ効率的に執行されているかどうか、また、指定管理制度の目

的に沿った運営がなされているかどうかを主眼に実施した。 

監査の実施にあたっては、監査対象者から関係資料の提出を求め、

諸帳簿および関係書類等との照合等により行い、監査対象団体に出

向き、関係者から説明を求める等の方法により、次の項目を主な着

眼点とし実施した。 



６ 監査の着眼点  (１)施設は関係法令の定めるところにより適切に管理されているか。 

(２)協定等に基づく義務の履行は適切に行なわれているか。 

(３)利用促進のための努力はされているか。 

(４)経費の縮減は図られているか。 

(５)施設管理に係る会計経理は適正に行われているか。  

(６)施設管理に係る各種規程は整備されているか。 

(７)利用促進および利用者サービスの向上に努めているか。 

 

第２ 監査対象の概要 

１ 施設の概要 

施 設 名 鯖江市環境教育支援センター 

所 在 地 鯖江市中野町第７３号１１番地 

竣工時期・面積等 

敷地面積３９４.７６㎡ 

平成１７年３月３１日竣工 

鉄筋コンクリート造地上２階地下１階建、延床面積９３９.３９㎡ 

指定管理開始日 平成２０年４月１日 

指定管理選定方法 公 募 

 

２ 指定管理者の概要 

名 称 特定非営利活動法人 エコプラザさばえ 

代 表 者 理事長 岸本 直樹 

指 定 期 間 令和３年４月１日から令和８年３月３１日（４期目：５年間） 

指 定 管 理 料 
指定期間総額 １２５，０００,０００円以内 

令和４年度   ２５，０００,０００円 

 

３ 施設の利用状況 

①  利用者数                           （単位：人） 

年度 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計 

令和 4 546 620 488 557 246 307 387 464 518 498 328 540 5,499 

令和 5 433 440 495 370 - - - - - - - - 1,738 

 

 



② 利用件数                       （単位：件） 

年度 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計 

令和 4 37 35 30 47 16 26 30 32 32 30 22 31 368 

令和 5 20 23 21 24 - - - - - - - - 88 

※令和 5 年度の数値は、令和 5 年 7 月末現在 

 

４ 収支決算書 

収入 （単位：円）

項　　目 内　　　訳

負担金 参加者負担金

委託料 指定管理料

雑収入 預金利息等 使用料94,600円

収入計

支出 （単位：円）

項　　目 内　　　訳

施設管理運営費

消耗品費 事務用品･コピー機使用

燃料費 車両燃料代等

新聞図書費

光熱水費 電気料、水道料

修繕費 昇降機バッテリー取替、エアコン修繕等

車両費 車検整備費

雑費 不燃ごみ

通信運搬費 電話、郵便料等

保険料 自動車保険等

手数料 車検時手続き費用、PC設定作業、振込手数料等

委託料 施設清掃、機械器具保守点検等

使用料・賃借料 コピー機リース代

備品購入費

職員研修費 研修負担金、旅費

負担金 社会保険協会・防火管理責任者講習費、カード年会費

公課費 自動車税、法人・市県民税（均等割）、消費税等

予備費

夜間管理費 夜間管理2名

環境啓発・教育事業

環境啓発・教育事業 環境フェア、こどもエコクラブ　ほか

人件費

給与賞与 事務局長1名、正職員2名分

通勤手当

法定福利費

支出計

収入計　-　支出計

25,000,000 25,000,000

25,250,000

278,000 27,759

0 440

25,610,624

81,000 95,698

1,300,000

決算額

7,670,000 8,256,214

185,368200,000

2,454,017

42,000 88,215

720,000 739,970

0

401,687

2,110,850

10,000 39,800

1,418,000

760,000 705,218

285,000 265,413

予算額 決算額

100,000 335,212

86,620

3,580,000 4,186,055

3,580,000 4,186,055

14,000,000 13,081,735

283,000

0

1,293,705

18,000

2,000,000

150,000 275,412

25,250,000 25,524,004

50,000 0

50,000 95,880

230,000 163,500

1,600,000

345,000

11,650,000 10,855,660

予算額

260,436

350,000 115,225

1,439,108

 



第３ 監査の結果 

鯖江市環境教育支援センターの指定管理者の事業運営状況、出納およびその他関連す

る事務ならびに所管課の指定管理者に対する指導状況等について監査を実施した結果、

一部の指摘事項および改善事項を除き、概ね適正に執行されていると認められた。 

なお、下記の指摘事項および改善事項については、適切な措置を講じ、改善に取り組

まれたい。 

１ 指摘事項 

（１）利用料金について【指定管理者・所管課】 

減免団体の減免処理漏れがあった。適正に処理し、再発防止に努められたい。 

また、条例では営利目的利用時の加算使用料の規定があるが、営利利用の判断につ

いてあいまいな点が見受けられる。所管課と協議し、空調利用時の計算方法も含めそ

の基準を明確にしておくこと。 

２ 改善事項 

（１）施設および設備の維持管理業務について【指定管理者・所管課】 

事業内容の事前報告、電気工作物保安業務、廃棄物の処理について、管理運営業務

仕様書のとおりに履行されていない。指定管理者は仕様書に応じた業務を行うこと。 

なお、仕様書が実態に合わない場合には、所管課と指定管理者で協議を行い、仕様

書の変更を検討すること。 

（２）契約に定められた報告および承認事項について【指定管理者・所管課】 

自主事業計画、維持管理計画、次年度事業計画および収支計画書について、基本協

定書または管理運営業務仕様書のとおりに報告がされていない。指定管理者は仕様書

とおりに報告を行い、所管課は適宜報告を求め、承認を行うこと。 

（３）備品の取扱いについて【指定管理者・所管課】 

備品と消耗品の区別（備品となる物の範囲）、購入した場合の所有権、仕様書に記載

されている任意購入の意味について所管課と協議し、明確にしておくこと。 

３ 意  見 

（１）還付基準について【指定管理者】 

基本協定書の管理運営業務仕様書において、利用料金を還付する場合、あらかじめ

還付基準を作成し市長の承認を得ることとある。必要に応じて作成を検討されたい。 

 

 

 


